
「小泉地区」の地籍調査を実施します
　市では、岩井地域において、みなさんの大切な土地の明確化を図り、災害
復旧の迅速化や相続をはじめとする土地取引の円滑化等さまざまな事業効果
が得られる「地籍調査事業」を進めています。
　引き続き「七郷地区」の調査を進める中で、今年度は、大谷口Ⅰ地区に加え、
新たに「小泉地区（小泉の一部）」の調査に着手します。

【令和元年度実施内容】
大谷口Ⅰ地区（大谷口の一部　面積：0.36㎢）.......... 成果の閲覧・確認、登記
小泉Ⅰ・Ⅱ地区（小泉の一部　面積：0.93㎢）............. 住民説明会、一筆地調査、地籍測量

地籍調査事業説明会の開催
地籍調査の概要などについて、調査区域内の
土地所有者を対象とした説明会を開催します。
◦調査区域　小泉地区の一部（右図 ■■）
◦と　　き　５月２８日（火）午後７時～
◦と こ ろ　小泉公民館
※詳細については、通知文をご確認ください。

❹地積測定・地籍図等作成
各筆の筆界点をもとに地図
を作り、面積を測定します。

■お問合せ　道路管理課　地籍調査推進室　☎ 0297（21）2196

❸地籍測量
地球上の座標値と結びつけ
た一筆毎の測量を行います。

❶住民への説明会
調査に先立って、住民への
説明会を実施します。

❻登記所へ送付
登記所では、地籍簿が書き
改められ、地籍図が備え付
けられます。

❷一筆地調査
土地所有者等の立会いによ
り、境界等の確認をします。

❺成果の閲覧・確認
地籍簿と地籍図の案を閲覧
にかけ、誤り等を訂正する
機会を設けます。
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